
 

 

道路運送法に基づく協議が調っていることの証明書 

 

 

  令和７年９月２６日付け府中市地域公共交通協議会において、次の事項に関し、協議が調ったこ

とを証明する。 

 

 

１ 協議が調っている運行の態様 

路線定期運行 

 

２ 協議が調っている路線又は区域 

  府中市コミュニティバス「ちゅうバス」 

多磨町ルート／押立町ルート／朝日町ルート／是政循環／郷土の森ルート 

   本宿町循環／南町ルート／四谷循環 

 

３ その他、適用する期間又は区間など 

別紙「府中市コミュニティバス「ちゅうバス」（バス路線）運行計画」のとおり 

 

４ 実施予定日 

令和８年４月１日 

 

５ 運行事業者 

  京王バス株式会社 

 

 

                                               令和７年９月２６日 

                                                   府中市地域公共交通協議会 

                                                          会長 森 本 章 倫 
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府中市コミュニティバス「ちゅうバス」（バス路線）運行計画

１ 協議事項の概要

区分 概要

対象系統

府中市コミュニティバス「ちゅうバス」
多磨町ルート：路線変更・停留所新設／押立町ルート：停留所新設／朝日町ルート：運行間隔変更
是政循環：運行間隔変更／郷土の森ルート：路線新設／本宿町循環：路線変更（名称変更）・運行間隔変更
南町ルート：路線変更（名称変更）・運行間隔変更／四谷循環：路線変更（名称変更）・運行間隔変更

協議内容 府中市地域公共交通ネットワーク再編計画に基づくコミュニティバス路線の再編（運行事業者・車両変更）

再編理由 府中市地域公共交通ネットワーク再編計画のとおり

検討経緯
①府中市地域公共交通計画（令和5年7月）に基づき地域公共交通ネットワークの再編を重点的に推進することを決定。
②府中市地域公共交通協議会において、府中市地域公共交通ネットワーク再編計画について協議し、再編案を検討。
③警視庁、道路管理者、運行事業者等と事前協議し、運行上の問題がないことを確認。

運行事業者 京王バス株式会社 ※府中市との運行協定に基づくもの。

運
行
計
画

事業形態 一般乗合旅客自動車運送事業（道路運送法第４条）

運行概要 定時定路線型乗合バス（バス車両）

実施予定日・期間 令和８年４月１日～

運行ルート

多磨町ルート：府中駅⇒多磨町⇒府中駅 （約１２．１ｋｍ）／押立町ルート：府中駅⇒武蔵野台駅⇒府中駅（約１６．８ｋｍ）／朝日

町ルート：府中駅⇒多磨駅⇒府中駅（約１５．８ｋｍ）／是政循環：府中駅⇒是政駅⇒府中駅（約８．１ｋｍ）／郷土の森ルート：府中
駅⇒分倍河原駅⇒府中駅（約１５．７ｋｍ）／本宿町循環：府中駅⇒本宿町三丁目⇒府中駅（約６．４ｋｍ）／南町ルート：府中駅⇒
中河原駅⇒府中駅（約１１ｋｍ）／四谷循環：中河原駅⇒四谷六丁目⇒中河原駅（約６．５ｋｍ）

停留所
多磨町ルート：１６か所（新規1か所、移管3か所）／押立町ルート：２６か所（新規1か所）／朝日町ルート：２0か所／是政循環：１
５か所／郷土の森ルート：２１か所（新規3か所、移管4か所）／本宿町循環：１１か所／南町ルート：１７か所／四谷循環：１8か所
（新規1か所、移管7か所）

運行日 毎日

運行回数時間 運行ダイヤ参照

使用車両
多磨町ルート／押立町ルート／朝日町ルート／本宿町循環／南町ルート：小型バス（日野ポンチョロング）定員３５名
是政循環／郷土の森ルート／四谷循環：中型バス（日野レインボーⅡほか）定員５８名

運転者 大型自動車第二種免許保有者

運賃 ※別途運賃協議会で決定

別紙
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府中市地域公共交通協議会（令和７年９月２６日） 協議決定



府中市コミュニティバス「ちゅうバス」（バス路線）運行計画

２ 現行路線図
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府中市地域公共交通協議会（令和７年９月２６日） 協議決定

北山町循環

南町・四谷循環
四谷六丁目ルート

南町・四谷循環
よつや苑西ルート 押立町・朝日町循環

押立町ルート

是政循環

押立町・朝日町循環
朝日町ルート

多磨町ルート



府中市コミュニティバス（バス路線）運行計画

３ 再編後路線図
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府中市地域公共交通協議会（令和７年９月２６日） 協議決定

本宿町循環

四谷循環

南町ルート

押立町ルート

是政循環

朝日町ルート
多磨町ルート

郷土の森ルート



府中市コミュニティバス（バス路線）運行計画

４ 運行ダイヤ

別紙
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府中市地域公共交通協議会（令和７年９月２６日） 協議決定

路線名 曜日 運行間隔 始発停留所 行先 始発 終発 備考

多磨町ルート 全日 30分
府中駅 多磨町 ８：００ １９：３０

多磨町 府中駅 ７：５０ １８：５０

押立町ルート 全日 30分
府中駅 武蔵野台駅南口 ７：５０ １９：２０

武蔵野台駅南口 府中駅 ８：００ １９：００

朝日町ルート 全日 45分
府中駅 多磨駅 ７：４９ １９：０４

多磨駅 府中駅 ８：３１ １９：０１

是政循環 全日 60分
府中駅 府中駅 ８：０５ １９：０５

府中駅 是政駅 ー １９：３５ 是政駅止まり

郷土の森ルート 全日 60分
府中駅 分倍河原駅 ８：３５ １８：３５

分倍河原駅 府中駅 ８：３５ １８：３５

本宿町循環
平日 35分 府中駅 府中駅 ８：１５ １９：２０

土日祝日 45分 府中駅 府中駅 ８：１５ １９：３５

南町ルート

平日 35分
府中駅 中河原駅 ７：５９ １９：０４

中河原駅 府中駅 ８：０５ １９：１０

土日祝日 45分
府中駅 中河原駅 ７：５９ １９：１９

中河原駅 府中駅 ８：０５ １８：４５

四谷循環 全日 40分 中河原駅 中河原駅 ７：５９ １９：１９



府中市コミュニティバス（バス路線）運行計画

５ その他

別紙
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府中市地域公共交通協議会（令和７年９月２６日） 協議決定

●多摩川通りにおいて、交通渋滞の多い夏季期間は、「郷土の森正
門前」停留所に接続しない運行系統を設定し、渋滞時の定時制を
確保する。
●実施期間：７月1６日～8月31日

実施期間以外の運行系統

変更箇所

実施期間の運行系統

変更箇所

⑵ 郷土の森ルート

●府中駅前通りにおいて、休日の商業施設利用者による交通渋滞を避けるため、甲州街道を経由して北側から
「府中駅」停留所に入る運行系統を設定し、渋滞時の定時性を確保する。

●実施期間：随時

⑴ 押立町ルート・朝日町ルート

※夏季期間の郷土の森博物館へのアクセスは、
・ちゅうバス郷土の森ルート「郷土の森総合体育館」から徒歩7分
・ちゅうバス南町ルート「芝間稲荷神社」又は「南町二丁目」から徒歩7分
・イベント時など臨時的な利用者数増が見込まれる場合は、路線バスの臨時運行を実施

実施期間以外の運行系統

実施期間の運行系統

変更箇所変更箇所 押立町ルート 朝日町ルート

押立町ルート
変更箇所 変更箇所 朝日町ルート 郷土の森ルート

郷土の森ルート


